	2007年春闘

ストライキ権の確立と配置の手引き

～労働者の雇用と労働条件を守り、悪政阻止めざしてストライキでたたかおう！～

2007年1月　生協労連書記局　　　　　　　　


＜はじめに＞

  2007春闘がいよいよ始まりました。今春闘は春闘方針でも明らかなように、「戦争する国づくりと格差社会」をストップする国民的な共同を広げることが求められています。生協労連では、３月15日と４月12日を全国統一行動と位置づけ、賃上げなどの職場要求と結合して「憲法・くらしを守る課題での統一行動」を提起しています。全国の働くなかま、生協組合員や広範な消費者、市民と連帯し、憲法の改悪や消費税増税・労働法制の改悪の阻止めざして、全国統一行動を中心に広範な世論と運動を広げるためにストライキで決起し、たたかいを広げましょう。
  以下は、ストライキ確立の意義と方法について掲載しています。たたかいをすすめる上での参考にしてください。
１．ストライキ権確立の意義

  ストライキ権確立の意義は、基本的に以下の点があります。
1 要求実現への決意を確認しあい団結を固めること。
2 いつでも合法的な争議行為に入っていける状態をつくりだすこと。
3 これらを背景に強力な交渉力を生み出すこと。
  こうして労働者の総力をつくして、要求を実現に向けてたたかうことがストライキの目的です。
２．ストライキ権確立の方法

（１）直接無記名で投票する

  労働組合法第５条２項８号は、ストライキについて「組合員または組合員の直接無記名投票によって選出された代議員の直接無記名投票の過半数による決定」の明記を求めています。さらに、労組員一人ひとりが直接に、投票内容を誰にも知られることなく（無記名で）投票したものでなければ合法的なストライキ権とは認められません。
  このように労働組合法では、労組員もしくは代議員の「過半数」を要件としていますが、実際にストライキを行使する場合を想定すれば、「圧倒的多数（できれば労組員の80％以上）」で決定することが望ましいことは言うまでもありません。
（２）争議行為はすべて投票する

　労働組合法はストライキの場合だけ投票すればよいことになっていますが、労働組合の姿勢としては、「ストライキを含むすべての争議行為」（労働関係調整法第７条「業務の正常な運営を阻害する行為」）について投票する立場を追求したいものです。その方が、生協組合員と連帯してたたかう条件をひろげますし、業務の正常な運営を阻害するような行為を、日常のとりくみと同じ位置づけで行うことは、生協で働くなかまの気分感情にもなじまないからです。しかし、リボン・ワッペン・腕章闘争など「業務の正常な運営を阻害」しない日常のとりくみまでいたずらに「自粛」することのないように気をつけなければいけません。
（３）要求項目別に投票する

　ストライキ権の投票には、要求項目別に行う方法と一括して行う方法とがあります。いずれの場合でもよいのですが、ストライキの目的は、具体的な要求の実現ですから、要求項目別の投票が有効といえます。
３．ストライキ権行使の心構え

（１）基本的なかまえ

  個別の具体的なとりくみを検討する以前に、基本的なかまえとして、すべてのなかまが以下の点を確認しあいましょう。
1 労組員の圧倒的多数が要求の正しさを確信できるよう努力すること。
2 その確信のうえにたって、大多数の労働者が支持でき参加できるとりくみにすること。
3 理事会に経済的打撃を与えることよりも、なかまの確信を維持・発展させること。
4 組合民主主義のうえにたった固い統制を確立すること。
5 執行部の相互の団結と冷静さを保持すること。
（２）ストライキ権行使の判断基準

　ストライキ権を確立したからといって、それを無条件で行使しなければならないという機械的な立場にたってはいけません。ストライキ権を確立した力を内外で確認し、それ自体を背景に要求の実現のとりくみをすすめることが大事です。また、情勢と条件をみんなでよく検討し、効果的なストライキ権行使の機会を積極的に探りましょう。実際には、「政府による反国民的・反労働者的な法律や制度が強行されそうな場合」、「理事会の不誠実な対応や回答に直面した場合」、「職場・産業･地域・全国のなかまの団結を強めるうえで必要な場合」には、以下の諸点を基準に積極的な検討を加え、ストライキ権の行使を追求しましょう。実践的には、全国的な統一闘争日程にあわせてストライキ配置することが効果的です。ストライキの配置と行使については、生協労連中央書記局や地連に相談しながらすすめましょう。
1 獲得目標にてらして正当性と展望・効果はどうか？
2 主体的な力量はどうか？職場のなかまの合意はあるか？
3 労組員の自覚を高め、労働組合の団結を守り強化できるか？
4 生協組合員の理解と合意を得られるか？
5 より多くのなかまと団結できるか？
（３）ストライキ権行使の選択基準

①多様な要求を柔軟に
  要求の性格や理事会の姿勢、その時々の情勢や状況と主体的な力量、生協組合員の理解の程度に深く注意をはらい、たたかいの展望をみんなで判断し「多様な戦術」を柔軟にくみあわせましょう。
②連帯を広げる態度を
  要求を実現するためになかまの団結をつよめ、生協組合員・地域住民・地域と全国の労働者との連帯を広げる立場から原則的で弾力的な態度をつらぬきましょう。
③諸要求･諸闘争との結合を
  経済的な要求と政治的な要求の結合、産業別統一闘争や全国全産業統一闘争との結合、地域住民国民的な要求とたたかいの結合などを重視して対応しましょう。
④ストライキ権行使中の心かまえ
  なかまの圧倒的多数が要求の正当性に確信を持つよう努力しましょう。理事会への打撃よりも大多数のなかまが支持でき参加できる戦術を追求しましょう。組合民主主義のうえにたつ固い団結と統制を確立しましょう。執行部の団結と冷静な指導性を確立しましょう。
４．憲法改悪と大増税・労働法制改悪を許さないためにストライキで決起を

（１）なかまの合意づくりを

  大増税が実施されれば、春闘で賃上げをかちとったとしても、その何十倍も税金として収奪されてしまいます。日本を戦争する国にしないために、憲法改悪は断固として阻止しなければなりません。ホワイトカラー・エグゼンプションなどの労働法制改悪が実現されれば、働く労働者にとって大きな打撃となります。そのためには、生協で働くすべてのなかまが「憲法改悪は許さない」「消費税増税ＮＯ」「労働法制改悪反対」の合意と決意を固め合うことが何よりも大切です。「署名つき憲法リーフ」や「憲法のはなし」ブックレット、「消費税増税反対リーフ」や「増税計算シート」、「働くルールを確立しよう」リーフ（労働法制の拡充を求める請願署名に付帯）を活用し、すべての職場で学習運動を広げなかま合意をつくりましょう。
（２）生協理事会・生協組合員との共同を

  平和とくらしを守る課題は、私たち労働者だけでなく生協や生協組合員にとっても共通の課題です。また、今政府がすすめようとしている「憲法改悪」や「消費税増税」「労働法制改悪」は、私たち労働者の運動だけでは阻止することができません。労働組合として、平和とくらしを守るために、生協理事会や生協組合員と共感を広げ、共同してたたかいをすすめることが重要です。
（３）ストライキで決起して、全国の働くなかま市民との連帯を

  ストライキは、私たち労働者・労働組合の最高で最大の戦術です。ストライキで決起することにより、全国で働くなかまや市民と連帯するとともに、マスコミをはじめ広範な世論をつくり、憲法改悪や消費税増税の動きをとめましょう。
（４）ストライキで決起し、多様な行動を

  ストライキで決起する場合、生協店舗前や街頭での署名・宣伝行動、シール投票、トラックパレード、集会、地元議員への要請行動など、地域のなかまや生協理事会・組合員とともに、多様な行動にとりくみましょう。
５．ストの終結と処理について

（１）ストライキ中の賃金はどうするか

ストライキ中の賃金は、理事会が支払わなくてもよいことになっています。しかし、当月分以外の賃金（翌月以降の賃金や一時金）から控除するのは不当です。必要な場合、労働組合としてストライキ期間中の賃金を保障できる積み立てが十分かどうかの点検が求められます。
（２）協定にあいまいな表現がないか

  あとになって「言った」「言わない」でもめないよう、解釈の余地や「ふくみ」のない協定を締結することが大切です。協定を締結していない場合は締結をすすめましょう。
（３）責任不追求を協定に盛り込んでいるか

　協定のなかに「理事会・労組双方は今次争議中の行為に関する一切の責任を追及しない」という文言を入れるようにしましょう。労働組合法第８条（損害賠償）は、「使用者は、ストライキその他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合またはその組合員に対し賠償を請求することができない」としています。
＜ストライキ権確立投票用紙＞（ひながた）

                                                 ２００７年○月△△日
                                     　　　　　　◇◇◇◇生協労働組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 選挙管理委員会
２００７年春闘におけるストライキ権投票用紙

日頃からの労働組合活動および生協運動での奮闘、大変ご苦労さまです。

さて、労働組合は賃上げをはじめとする「2007年春闘要求」を理事会に提出し、2007春闘が本格的にスタートしました。私たち◇◇◇◇生協労働組合は、生協労連の2007年春闘方針にもとづいて、今春闘での前進をかちとるためにストライキ権を確立してたたかいます。

生協労連は、2007年春闘を「ストップ！！戦争する国づくりと格差社会」と位置づけ、憲法改悪と消費税増税・労働法制の改悪の動きにストップをかけるとりくみを呼びかけています。また、「つくろう！！『仕事と家庭が両立』できる生協と会社」として、すべての労働者の底上げと「均等待遇」の実現のとりくみを最重点に位置づけています。◆◆地連による理事会訪問でも、◇◇◇◇生協理事会にたいし、強く要請がされています。

私たち◇◇◇◇生協労働組合は、生協労連の統一闘争に呼応するとともに、××地方労連の総行動にも参加し、職場と地域のなかま一体となっての春闘要求の実現にとりくんでいます。私たちの賃上げなどの要求の実現をめざすとともに、憲法改悪や消費税増税・労働法制の改悪の動きをストップさせるために、ストライキ権の確立の投票を行います。ストライキ権確立の意義は、①要求実現への決意を確認しあい団結を固めること、②いつでも合法的な争議行為に入っていける状態をつくりだすこと、③これらを背景に強力な交渉力を生み出すことです。
　生協労連は、回答指定日である3月14日の翌日の15日と４月12日を全国統一行動と位置づけ、「憲法・くらしを守る課題での統一行動」を提起し、ストライキで決起することを呼びかけています。ストライキ権を確立したからといって、無条件で行使するという機械的な立場には立ちません。執行委員会として慎重に検討し判断してとりくむこととしています。

◇◇◇◇生協労働組合として、以下の要求項目でのストライキ権の確立の投票を行います。
別紙のストライキ権確立のための職場討議資料をもとに職場で討議をつくし、一人ひとりの要求に対する確信とたたかう意思を投票により示しましょう。そして、すべてのなかまが投票に参加し各自の意思を表明するよう心より訴えます。

＜ストライキ権確立の要求項目＞
1 闘要求にたいする理事会回答で正規･パートのベースアップがなかったとき

2 理事会回答で正規･パートの夏季一時金が前年実績月数を下回った場合

3 憲法改悪もしくは消費税増税・労働法制改悪の動きが重大な局面になった場合
                                  　キリトリ
                   　　　　　　　投 票 用 紙

  以下の要求項目別に、ストライキ権確立に賛成の場合は、「○」を記入して投票してください。
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＜ストライキ配置通告＞（ひながた）
２００７年○月△△日

◇◇◇◇生活協同組合

理事長　×× □□ 殿

◇◇◇◇生協労働組合

執行委員長 ◆◆ ●●
ストライキ配置の通告

貴理事会の日頃よりの生協運動と事業の発展に向けての奮闘に、心より敬意を表します。

さて、標記の件ですが、私たち◇◇◇◇生協労働組合は、2007春闘で圧倒的多数の支持を得てストライキ権を確立しました。そして、以下のようにストライキを配置することにしましたので通告します。

記

１．.ストライキの目的
①春闘要求にたいする理事会回答で正規･パートのベースアップがなかったとき、②理事会回答で正規･パートの夏季一時金が前年実績月数を下回った場合、③憲法改悪もしくは消費税増税・労働法制改悪の動きが重大な局面になった場合。:
２．.ストライキの日時:

２００７年３月１５日（木)

３．.ストライキの対象と時間
（1） 当日勤務予定者全員が始業開始より10分（ただし、店舗担当者は除く)
（2） 中央執行委員のうち○○人は終日
　　　　＜以下、氏名の列挙＞
４．.ストライキの判断
３月１４日の回答受け取り団交での回答内容によって、その団交の場で判断します。生協労連の方針にもとづき、定昇のみ（パートはゼロ回答）は無条件でストライキに突入します。

なお、保安要員は事業所単位で必要人数配置します。

<ストライキの通告に関して>

ストライキの通告は、通常、それを怠ったからといってそのストライキが直ちに違法とはなりません。しかし通常の場合は、一週間程度前にストライキの通告をおこなっているようです。ストライキを配置する場合、全国統一行動に合わせることが望ましいことから、ゆとりを持って通告できるようにしましよう。理事会として業務的な対応措置をとることに配慮するということもあります。
なお、ストライキに突入した場合の生協組合員への対応は、基本的には理事会が責任を持つべきですが、労働組合としてなぜストライキを行使するのかということを生協組合員に知らせることも必要です。
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